
平成３０年度杉並区一般会計補正予算 

 

平成 30年度杉並区一般会計補正予算（第３号）の概要は、以下のとおりです。 

 

 

１ 一般会計歳入歳出予算の補正（総括表） 

単位：千円 

会 計 補 正 前 今回補正額 補 正 後 

一 般 会 計 (補正第3号) 186,240,195 107,361 186,347,556 

 

 

２ 一般会計補正予算（第３号）の概要 

 

●補正事業                  ６事業 

●補正予算額         １億７３６万１千円 

 

今回の補正予算では、施設再編整備計画に基づく（仮称）子ども・子育てプラ

ザ下井草の整備や、学童クラブの受け入れ枠拡大のための今川北学童クラブの改

修工事、就学援助費の中学校入学準備金の前倒し支給に係る単価改定に要する経

費など、新たな事情の変化等に対応するため、併せて６事業の経費を計上しまし

た。 

このほか、債務負担行為６件の追加の補正を行いました。 

 

一般会計予算規模                                           単位：千円 

                              
予 算 額 

特 定 財 源 
一 般 財 源 

国・都支出金 そ の 他 

補正前の額 186,240,195 39,943,010 17,198,315 129,098,870 

補 正 額 107,361 0 0 107,361 

補正後の額 186,347,556 39,943,010 17,198,315 129,206,231 

 

 

（１）主な歳出事業 

 

●（仮称）子ども・子育てプラザ下井草の整備 

 施設再編整備計画に基づき、下井草学童クラブが 31 年 4 月に桃五学童クラ

ブと統合した後、下井草児童館を子ども・子育てプラザとして整備するため

の改修工事に要する経費を計上しました。 

（5,920万円） 

 

●学童クラブの整備 

 今川北学童クラブの受け入れ枠拡大のため、併設されている保育室今川北の

廃止後の施設の改修工事に要する経費を計上しました。 

（1,080万円） 



●小学校就学諸援助 

 就学援助費支給の参考としている都区財政調整の単価が見直されたことに

伴い、就学援助費の単価を改定することとし、31 年度に区立中学校へ入学

を予定している者に対する入学準備金の前倒し支給に係る経費を計上しま

した。 

（1,000万円） 

 

 

（２）債務負担行為補正 

 

次の６件を追加しました。                   単位：千円 

期　　　　間

平成３３年度まで

平成３１年度まで

平成３１年度まで

平成３５年度まで

平成３２年度まで

平成３２年度まで

指 定 管 理 者 制 度 に よ る
大 田 黒 公 園 の 管 理 運 営

指 定 管 理 者 制 度 に よ る
方 南 図 書 館 の 管 理 運 営

１３９，０００

事　　　　項 限　　度　　額

１６０，０００

指 定 管 理 者 制 度 に よ る
大 宮 前 体 育 館 の 管 理 運 営

１６３，０００

（仮称）子ども・子育てプラザ下井草の整備

指 定 管 理 者 制 度 に よ る
永 福 図 書 館 の 管 理 運 営

８９，０００

学 童 ク ラ ブ の 整 備
（ 今 川 北 学 童 ク ラ ブ 改 修 工 事 ）

１７，０００

３８８，０００

 

 


